
川越市告示第４０４号 

 

川越市地価公示図書閲覧規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和８年５月２９日 

 

川越市長 森 田 初 恵   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   川越市地価公示図書閲覧規程の一部を改正する告示 

 川越市地価公示図書閲覧規程（昭和４５年告示第６９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「規程」を「告示」に改める。 

 第２条中「午前８時３０分から午後５時まで」を「午前８時４５分から

午後４時３０分まで」に改め、同条ただし書中「市長は、」の次に「当該」

を加える。 

 第８条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第１号中「規程」を「

告示」に改める。 

 第９条中「規程」を「告示」に改める。 

附 則 

 この告示は、令和８年６月１日から施行する。 


